
第２回茨木市特定教育・保育施設利用者負担額等審議会　資料３　差替資料

国の上限額
基準

茨木市
（現行）
（※1）

茨木市
（改正案）
（※2）

豊中市 高槻市 吹田市 箕面市 池田市 摂津市

1 Ａ 　生活保護世帯 0 0 0 0 0 0 0
2 Ｂ２ 　市民税非課税世帯 9,000 6,700 6,700 4,000 2,000 4,000

　均等割のみの世帯 6,800 7,000 9,100 9,000
市民税所得割額 1 円以上 6,000 円未満 8,700
市民税所得割額 6,000 円以上 48,600 円未満 9,600
市民税所得割額 48,600 円以上 54,000 円未満 11,400
市民税所得割額 54,000 円以上 57,700 円未満

市民税所得割額 57,700 円以上 58,000 円未満

市民税所得割額 58,000 円以上 60,000 円未満

市民税所得割額 60,000 円以上 60,600 円未満

市民税所得割額 60,600 円以上 62,000 円未満

市民税所得割額 62,000 円以上 67,000 円未満

市民税所得割額 67,000 円以上 75,000 円未満

市民税所得割額 75,000 円以上 76,000 円未満

市民税所得割額 76,000 円以上 77,101 円未満

市民税所得割額 77,101 円以上 87,900 円未満

市民税所得割額 87,900 円以上 89,000 円未満

市民税所得割額 89,000 円以上 97,000 円未満

市民税所得割額 97,000 円以上 102,000 円未満

市民税所得割額 102,000 円以上 103,000 円未満

市民税所得割額 103,000 円以上 122,000 円未満

市民税所得割額 122,000 円以上 129,200 円未満

市民税所得割額 129,200 円以上 133,000 円未満

市民税所得割額 133,000 円以上 140,000 円未満

市民税所得割額 140,000 円以上 141,000 円未満

市民税所得割額 141,000 円以上 141,100 円未満

市民税所得割額 141,100 円以上 162,000 円未満

市民税所得割額 162,000 円以上 169,000 円未満

市民税所得割額 169,000 円以上 182,000 円未満

市民税所得割額 182,000 円以上 202,000 円未満 46,000
市民税所得割額 202,000 円以上 207,900 円未満

市民税所得割額 207,900 円以上 249,100 円未満 49,400
市民税所得割額 249,100 円以上 256,000 円未満

市民税所得割額 256,000 円以上 257,000 円未満

市民税所得割額 257,000 円以上 271,000 円未満

市民税所得割額 271,000 円以上 301,000 円未満

市民税所得割額 301,000 円以上 318,000 円未満

市民税所得割額 318,000 円以上 335,000 円未満

市民税所得割額 335,000 円以上 364,000 円未満

市民税所得割額 364,000 円以上 397,000 円未満 59,800
市民税所得割額 397,000 円以上 472,000 円未満 77,200
市民税所得割額 472,000 円以上 円未満 87,200

104,000 78,000 78,000 78,000 69,000 87,200 69,400 62,300 63,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

※1　現行…「国の上限額基準」と120名定員保育所の「給付単価限度額（基本+所長加算）」（166,360円）を比較し低い方に75%を乗じる。

※2　改正案…「国の上限額基準」と110名定員保育所の「給付単価限度額（基本+所長+三歳改善+主任+事務+冷暖房加算）」（170,680円）を比較し低い方に75%を乗じる。
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北摂各市　平成２9年度　利用者負担額基準表（施設型）（保育標準時間認定）（一般世帯第１子）（０歳児）
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国の上限額
基準

茨木市
（現行）
（※1）

茨木市
（改正案）
（※2）

豊中市 高槻市 吹田市 箕面市 池田市 摂津市

1 Ａ 　生活保護世帯 0 0 0 0 0 0 0
2 Ｂ２ 　市民税非課税世帯 9,000 6,700 6,700 4,000 2,000 4,000

　均等割のみの世帯 6,800 7,000 9,100 9,000
市民税所得割額 1 円以上 6,000 円未満 8,700
市民税所得割額 6,000 円以上 48,600 円未満 9,600
市民税所得割額 48,600 円以上 54,000 円未満 11,400
市民税所得割額 54,000 円以上 57,700 円未満

市民税所得割額 57,700 円以上 58,000 円未満

市民税所得割額 58,000 円以上 60,000 円未満

市民税所得割額 60,000 円以上 60,600 円未満

市民税所得割額 60,600 円以上 62,000 円未満

市民税所得割額 62,000 円以上 67,000 円未満

市民税所得割額 67,000 円以上 75,000 円未満

市民税所得割額 75,000 円以上 76,000 円未満

市民税所得割額 76,000 円以上 77,101 円未満 20,000
市民税所得割額 77,101 円以上 87,900 円未満 20,000
市民税所得割額 87,900 円以上 89,000 円未満

市民税所得割額 89,000 円以上 97,000 円未満

市民税所得割額 97,000 円以上 102,000 円未満

市民税所得割額 102,000 円以上 103,000 円未満

市民税所得割額 103,000 円以上 122,000 円未満

市民税所得割額 122,000 円以上 129,200 円未満

市民税所得割額 129,200 円以上 133,000 円未満

市民税所得割額 133,000 円以上 140,000 円未満

市民税所得割額 140,000 円以上 141,000 円未満

市民税所得割額 141,000 円以上 141,100 円未満

市民税所得割額 141,100 円以上 162,000 円未満

市民税所得割額 162,000 円以上 169,000 円未満

市民税所得割額 169,000 円以上 182,000 円未満

市民税所得割額 182,000 円以上 202,000 円未満 46,000
市民税所得割額 202,000 円以上 207,900 円未満

市民税所得割額 207,900 円以上 249,100 円未満 49,400
市民税所得割額 249,100 円以上 256,000 円未満

市民税所得割額 256,000 円以上 257,000 円未満

市民税所得割額 257,000 円以上 271,000 円未満

市民税所得割額 271,000 円以上 301,000 円未満

市民税所得割額 301,000 円以上 318,000 円未満

市民税所得割額 318,000 円以上 335,000 円未満

市民税所得割額 335,000 円以上 364,000 円未満

市民税所得割額 364,000 円以上 397,000 円未満 59,800
市民税所得割額 397,000 円以上 472,000 円未満 77,200
市民税所得割額 472,000 円以上 円未満 87,200

104,000 72,200 75,400 78,000 69,000 87,200 69,400 62,300 63,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

※1　現行…「国の上限額基準」と120名定員保育所の「給付単価限度額（基本+所長加算）」（96,300円）を比較し低い方に75%を乗じる。

※2　改正案…「国の上限額基準」と110名定員保育所の「給付単価限度額（基本+所長+三歳改善+主任+事務+冷暖房加算）」（100,620円）を比較し低い方に75%を乗じる。

※３　給付単価限度額の方が低くなる階層
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北摂各市　平成２9年度　利用者負担額基準表（施設型）（保育標準時間認定）（一般世帯第１子）（１，２歳児）

25,520

25,520

23,000

23,000

22,500

22,500

国
階層
区分

3

4

5

69,400 63,000Ｆ５ 69,000

Ｆ４ 80,000

最大値

最小値

62,300
55,80056,500

67,200

104,000
72,20070,400

（※３）
75,400
（※３）

78,000

60,000 60,000 57,700 56,600

45,800

42,000
45,710

45,800

48,200

51,100
48,600

51,200
52,300

59,200

37,200
33,000 39,200

41,100
42,200

Ｆ３ 61,000 45,700 45,700 45,900

33,300 34,000

30,500
19,600

39,170

31,700
29,400

24,600
35,300

33,400

16,400 18,700

Ｆ１
23,300

23,400

Ｆ２ 44,500 33,300

30,000 19,400

10,000

21,700
15,400

13,200

Ｅ２

12,800

15,200
19,000

17,000

Ｄ２

3,000

Ｃ２

13,000

22,500

22,500

22,500 22,500

14,600 10,000
10,700

19,500 14,600
8,200 10,750 11,500

茨木市
階層
区分

定　義（区　分）

１，２歳児

0 0

 14



国の上限額
基準

茨木市
（現行）
（※1）

茨木市
（改正案）
（※2）

豊中市 高槻市 吹田市 箕面市 池田市 摂津市

1 Ａ 　生活保護世帯 0 0 0 0 0 0 0
2 Ｂ２ 　市民税非課税世帯 6,000 4,500 4,500 3,700 1,000 3,000

　均等割のみの世帯 6,600 6,300 7,350 7,500
市民税所得割額 1 円以上 6,000 円未満 8,000
市民税所得割額 6,000 円以上 48,600 円未満 9,000
市民税所得割額 48,600 円以上 54,000 円未満 10,800
市民税所得割額 54,000 円以上 57,700 円未満

市民税所得割額 57,700 円以上 58,000 円未満

市民税所得割額 58,000 円以上 60,000 円未満

市民税所得割額 60,000 円以上 60,600 円未満

市民税所得割額 60,600 円以上 62,000 円未満

市民税所得割額 62,000 円以上 67,000 円未満

市民税所得割額 67,000 円以上 75,000 円未満

市民税所得割額 75,000 円以上 76,000 円未満

市民税所得割額 76,000 円以上 77,101 円未満 18,000
市民税所得割額 77,101 円以上 87,900 円未満 18,000
市民税所得割額 87,900 円以上 89,000 円未満

市民税所得割額 89,000 円以上 97,000 円未満

市民税所得割額 97,000 円以上 102,000 円未満

市民税所得割額 102,000 円以上 103,000 円未満

市民税所得割額 103,000 円以上 122,000 円未満

市民税所得割額 122,000 円以上 129,200 円未満

市民税所得割額 129,200 円以上 133,000 円未満

市民税所得割額 133,000 円以上 140,000 円未満

市民税所得割額 140,000 円以上 141,000 円未満

市民税所得割額 141,000 円以上 141,100 円未満

市民税所得割額 141,100 円以上 162,000 円未満

市民税所得割額 162,000 円以上 169,000 円未満

市民税所得割額 169,000 円以上 182,000 円未満

市民税所得割額 182,000 円以上 202,000 円未満 32,300
市民税所得割額 202,000 円以上 207,900 円未満

市民税所得割額 207,900 円以上 249,100 円未満 32,200
市民税所得割額 249,100 円以上 256,000 円未満

市民税所得割額 256,000 円以上 257,000 円未満

市民税所得割額 257,000 円以上 271,000 円未満

市民税所得割額 271,000 円以上 301,000 円未満

市民税所得割額 301,000 円以上 318,000 円未満

市民税所得割額 318,000 円以上 335,000 円未満

市民税所得割額 335,000 円以上 364,000 円未満

市民税所得割額 364,000 円以上 397,000 円未満

市民税所得割額 397,000 円以上 472,000 円未満 37,000
市民税所得割額 472,000 円以上 円未満 37,000

101,000 33,000 41,500 37,000 36,500 37,000 34,600 39,920 31,800

0 0 0 0 0 0 0 0 0

※1　現行…「国の上限額基準」と120名定員保育所の「給付単価限度額（基本+所長加算）」（44,090円）を比較し低い方に75%を乗じる。

※2　改正案…「国の上限額基準」と110名定員保育所の「給付単価限度額（基本+所長+三歳改善+主任+事務+冷暖房加算）」（55,410円）を比較し低い方に75%を乗じる。

※３　給付単価限度額の方が低くなる階層
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北摂各市　平成２9年度　利用者負担額基準表（施設型）（保育標準時間認定）（一般世帯第１子）（３歳児）
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国の上限額
基準

茨木市
（現行）
（※1）

茨木市
（改正案）
（※2）

豊中市 高槻市 吹田市 箕面市 池田市 摂津市

1 Ａ 　生活保護世帯 0 0 0 0 0 0 0
2 Ｂ２ 　市民税非課税世帯 6,000 4,500 4,500 3,700 1,000 3,000

　均等割のみの世帯 6,600 6,300 7,350 7,500
市民税所得割額 1 円以上 6,000 円未満 8,000
市民税所得割額 6,000 円以上 48,600 円未満 9,000
市民税所得割額 48,600 円以上 54,000 円未満 10,800
市民税所得割額 54,000 円以上 57,700 円未満

市民税所得割額 57,700 円以上 58,000 円未満

市民税所得割額 58,000 円以上 60,000 円未満

市民税所得割額 60,000 円以上 60,600 円未満

市民税所得割額 60,600 円以上 62,000 円未満

市民税所得割額 62,000 円以上 67,000 円未満

市民税所得割額 67,000 円以上 75,000 円未満

市民税所得割額 75,000 円以上 76,000 円未満

市民税所得割額 76,000 円以上 77,101 円未満 18,000
市民税所得割額 77,101 円以上 87,900 円未満 18,000
市民税所得割額 87,900 円以上 89,000 円未満

市民税所得割額 89,000 円以上 97,000 円未満

市民税所得割額 97,000 円以上 102,000 円未満

市民税所得割額 102,000 円以上 103,000 円未満

市民税所得割額 103,000 円以上 122,000 円未満

市民税所得割額 122,000 円以上 129,200 円未満

市民税所得割額 129,200 円以上 133,000 円未満

市民税所得割額 133,000 円以上 140,000 円未満

市民税所得割額 140,000 円以上 141,000 円未満

市民税所得割額 141,000 円以上 141,100 円未満

市民税所得割額 141,100 円以上 162,000 円未満

市民税所得割額 162,000 円以上 169,000 円未満

市民税所得割額 169,000 円以上 182,000 円未満

市民税所得割額 182,000 円以上 202,000 円未満 27,700
市民税所得割額 202,000 円以上 207,900 円未満

市民税所得割額 207,900 円以上 249,100 円未満 27,500
市民税所得割額 249,100 円以上 256,000 円未満

市民税所得割額 256,000 円以上 257,000 円未満

市民税所得割額 257,000 円以上 271,000 円未満

市民税所得割額 271,000 円以上 301,000 円未満

市民税所得割額 301,000 円以上 318,000 円未満

市民税所得割額 318,000 円以上 335,000 円未満

市民税所得割額 335,000 円以上 364,000 円未満

市民税所得割額 364,000 円以上 397,000 円未満

市民税所得割額 397,000 円以上 472,000 円未満 30,200
市民税所得割額 472,000 円以上 円未満 30,200

101,000 27,800 31,000 32,000 30,300 30,200 29,600 35,320 27,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0

※1　現行…「国の上限額基準」と120名定員保育所の「給付単価限度額（基本+所長加算）」（37,090円）を比較し低い方に75%を乗じる。

※2　改正案…「国の上限額基準」と110名定員保育所の「給付単価限度額（基本+所長+三歳改善+主任+事務+冷暖房加算）」（41,410円）を比較し低い方に75%を乗じる。

※３　給付単価限度額の方が低くなる階層

27,100

27,100

27,500

30,200

30,200

30,200

30,200

27,500
27,100

27,100

北摂各市　平成２9年度　利用者負担額基準表（施設型）（保育標準時間認定）（一般世帯第１子）（４，５歳児）

11,000

11,000

21,000

21,000

27,100

20,200

国
階層
区分

3

4

8
31,000
（※３）

31,000
（※３）

24,700

24,70020,200

20,200

20,200

32,000

5

6

27,80027,200
（※３）

27,80027,200
（※３）

27,80027,200
（※３）

Ｆ３ 58,000

Ｆ４ 77,0007

35,320

最大値

31,000
（※３）

31,000
（※３）

最小値

29,820
28,200

28,800

29,200

29,600

27,400

30,820

28,570

27,80027,200
（※３）

30,300

26,500

32,000

27,500

30,300

26,500

18,000

32,000

18,000

Ｆ１
21,500

27,000
Ｅ２

12,000

25,900

25,900

Ｆ５ 101,000

25,000

22,500

Ｆ２ 41,500

29,000 27,200

25,800

22,400

16,500

15,000

Ｄ２

15,400 17,800

20,200

20,200

8,500
9,100 7,600 9,870 10,000

9,600

20,050
13,400

12,300

14,200

茨木市
階層
区分

定　義（区　分）

４，５歳児

0 0
3,000

Ｃ２ 16,500 12,300 12,300
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